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後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
の
皆
さ
ん
へ

▼�

新
し
い
資
格
確
認
書
を
送
付
し
ま
す

令
和
8
年
7
月
31
日
ま
で
有
効
な
資
格
確

認
書︵
茶
色
︶は
、7
月
中
に
郵
送
し
ま
す
。

現
在
交
付
し
て
い
る
被
保
険
者
証
･
資
格

確
認
書
は
、有
効
期
限
が
令
和
7
年
7
月

31
日
ま
で
の
た
め
、期
限
が
過
ぎ
ま
し
た

ら
ご
自
身
で
確
実
に
処
分
し
て
く
だ
さ

い
。な
お
、後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
資

格
確
認
書
は
、マ
イ
ナ
保
険
証
の
保
有
状

況
に
か
か
わ
ら
ず
、特
例
措
置
と
し
て
令

和
8
年
7
月
31
日
ま
で
全
員
に
発
行
さ
れ

ま
す
。

〇
医
療
費
の
負
担
割
合

世
帯
の
所
得
等
の
状
況
に
応
じ
て「
1
割
」 

「
2
割
」 「
3
割
」と
な
り
ま
す
。資
格
確
認

書
に
記
載
の
負
担
割
合
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

〇
医
療
費
の
限
度
額
適
用
認
定

資
格
確
認
書
に
限
度
額
適
用
認
定
の
た
め

の
負
担
区
分
の
記
載
を
希
望
す
る
方
は
、

町
民
課
へ
申
請
が
必
要
で
す
。

▼
申
請
が
不
要
な
方

①
マ
イ
ナ
保
険
証
を
利
用
さ
れ
る
方

②�

負
担
割
合
が
3
割
で
住
民
税
課
税
所
得

が
6
9
0
万
円
以
上
の
方

③
負
担
割
合
が
2
割
の
方

④�

負
担
割
合
が
1
割
で
住
民
税
課
税
世
帯

の
方

⑤�

現
在
、資
格
確
認
書
に
負
担
区
分
が
記
載

さ
れ
て
い
る
方
、ま
た
は
限
度
額
適
用
認

定
証
を
お
持
ち
の
方︵
新
た
に
郵
送
す
る

資
格
確
認
書
に
も
負
担
区
分
を
記
載
し

ま
す
︶

▼�

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
納
付
に
つ

い
て

令
和
7
年
度
分
の
納
入
通
知
書
、ま
た
は

特
別
徴
収
額
決
定
通
知
書
を
7
月
中
旬

に
郵
送
し
ま
す
。ご
自
身
の
納
付
方
法
や

保
険
料
額
等
を
ご
確
認
い
た
だ
き
、納
期

限
内
の
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。詳
し
く

は
、通
知
書
類
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼�

医
療
費
通
知
に
つ
い
て

令
和
7
年
度
よ
り
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
に
係
る
医
療
費
通
知
の
郵
送
回
数
が

年
1
回︵
2
月
︶に
変
更
と
な
り
ま
す
。な

お
、マ
イ
ナ
保
険
証
利
用
に
よ
り
、マ
イ
ナ

ポ
ー
タ
ル
で
医
療
費
通
知
情
報︵
前
々
月

診
療
分
ま
で
︶を
取
得
す
る
こ
と
が
可
能

で
す
。
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■令和７年度介護保険料
所得段階 対象者 年額保険料

(保険料率)

第1段階

■�本人および世帯全員が住民税
非課税で､
⇒老齢福祉年金受給者の方
⇒�前年の合計所得金額と課税年
金収入額の合計が80.9万円以
下の方
■生活保護受給者

年額20,860円
(基準額×0.285)

第 2段階
本人および世帯全員が住民税非
課税で､本人の前年の合計所得
金額と課税年金収入額の合計が
80.9万円を超え120万円以下の方

年額32,940円
(基準額×0.45)

第 3段階
本人および世帯全員が住民税非
課税で､本人の前年の合計所得
金額と課税年金収入額の合計が
120万円を超える方

年額50,140円
(基準額×0.685)

第4段階

世帯の誰かに住民税が課税され
ているが､本人が住民税非課税
で､前年の合計所得金額と課税
年金収入額の合計が80.9万円以
下の方

年額65,880円
(基準額×0.9)

第 5段階

世帯の誰かに住民税が課税され
ているが､本人が住民税非課税
で､前年の合計所得金額と課税
年金収入額の合計が80.9万円を
超える方

年額73,200円
(基準額)

第6段階 本人が住民税課税で､前年の合
計所得金額が120万円未満の方

年額87,840円
(基準額×1.2)

第 7段階
本人が住民税課税で､前年の合
計所得金額が120万円以上210
万円未満の方

年額95,160円
(基準額×1.3)

第 8段階
本人が住民税課税で､前年の合
計所得金額が210万円以上320
万円未満の方

年額109,800円
(基準額×1.5)

第 9段階
本人が住民税課税で､前年の合
計所得金額が320万円以上420
万円未満の方

年額124,440円
(基準額×1.7)

第10段階
本人が住民税課税で､前年の合
計所得金額が420万円以上520
万円未満の方

年額139,080円
(基準額×1.9)

第11段階
本人が住民税課税で､前年の合
計所得金額が520万円以上620
万円未満の方

年額153,720円
(基準額×2.1)

第12段階
本人が住民税課税で､前年の合
計所得金額が620万円以上720
万円未満の方

年額168,360円
(基準額×2.3)

第13段階 本人が住民税課税で､前年の合計
所得金額が720万円以上の方

年額175,680円
(基準額×2.4)

　介護保険は『介護保険法』で定められている制度で、
40歳以上の方が全員納める保険料と、国や地方公共団
体の負担金、利用者負担を財源に運営されています。
　この制度は、高齢者の介護を社会全体で支える｢支え
合いの制度｣で、介護サービスを利用されていない場合
でも、40歳以上の方には保険料を納めていただきます。

65歳以上の方の保険料納付方法

納付方法は法律で定められているため、個人で選択する
ことはできません。
①特別徴収(年金からの差し引き)

年金が年額18万円以上の方は、特別徴収となります。
年金からあらかじめ差し引きされますので、納めに行
く必要はありません。ただし、65歳になって(または転
入して)から差し引き開始までの間は普通徴収となりま
す。介護保険料は、収入や世帯状況の変動等により、
年度間で大きな差が生じることがあります。このため、
特別徴収では、これを解消し、できるだけ均等にするた
め8月の年金からの差し引き額を調整する場合がありま
す。
②普通徴収(納付書納付または口座振替)
年金が年額18万円未満の方、老齢福祉年金および恩給
のみ受給されている方等は普通徴収となります。納付書
を送付しますので、納期限までに町や金融機関の窓口、
コンビニエンスストア等で納付してください。普通徴収
では口座振替が利用できます。詳しくは、お問い合わせ
ください。

■普通徴収の納期限(令和7年度)
期別 1期 2期 3期 4期
納期限 7月31日 9月1日※ 9月30日 10月31日

期別 5期 6期 7期 8期
納期限 12月1日※ 12月25日※ 2月2日※ 3月2日※

※�納期限は各期とも月末(12月に限り25日)ですが、当日が土･日曜日､
祝日(振替休日を含む)の場合は、翌営業日が納期限となります。

大里広域市町村圏組合介護保険課( 501･1330)、寄居介護保険事務所(福祉課内 581･2121内線123･124)

※�第1～5段階の方の合計所得金額は、年金収入に係る雑所得差し引き
後の金額および合計所得金額に給与所得が含まれる場合は、その所
得金額から10万円を控除した金額(控除後の額が0円を下回る場合は
0円)を用います。
※住民税非課税世帯を対象に保険料を軽減しています。

お知らせします！ 令和７年度の介護保険料国
民
健
康
保
険
に
加
入
の
皆
さ
ん
へ

新
し
い｢

資
格
確
認
書｣･｢

資
格
情
報
の
お
知
ら
せ｣

を

送
付
し
ま
す

　
現
在
交
付
し
て
い
る
被
保
険
者
証
、お
よ
び
資
格
確
認
書
･
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ︵
以
下
、資

格
確
認
書
等
︶の
有
効
期
限
は
、令
和
7
年
7
月
31
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す︵
70
歳
未
満
の
方
の

資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
に
は
、原
則
有
効
期
限
は
あ
り
ま
せ
ん
︶。8
月
1
日
か
ら
使
用
で
き
る
資

格
確
認
書
等
を
、7
月
中
に
郵
送
し
ま
す
。有
効
期
限
が
過
ぎ
た
被
保
険
者
証
、お
よ
び
資
格
確
認

書
等
は
、ご
自
身
で
確
実
に
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

▼�

送
付
対
象
者

①�

資
格
確
認
書︵
水
色
の
も
の
︶ 

➡ 

マ
イ
ナ

保
険
証
を
お
持
ち
で
な
い
方　

②�

資
格
情
報
の
お
知
ら
せ　
　

 

➡ 

マ
イ
ナ

保
険
証
を
お
持
ち
の
方

※�

有
効
期
限
の
な
い
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ

を
す
で
に
お
持
ち
の
方
に
は
送
付
さ
れ
ま

せ
ん
。

▼�

新
し
い
資
格
確
認
書
等
の
有
効
期
間

8
月
1
日
～
令
和
8
年
7
月
31
日

▼
�70
歳
～
74
歳
の
方
の
医
療
費
の
負
担
割
合

所
得
等
の
状
況
に
応
じ
て
2
割
ま
た
は
3

割
と
な
り
ま
す
。資
格
確
認
書
等
に
記
載

の
負
担
割
合
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼�

社
会
保
険
等
に
加
入
さ
れ
た
方

社
会
保
険
等
の
加
入
者
で
資
格
確
認
書

等
が
届
い
た
方
は
、国
民
健
康
保
険
の
脱

退
手
続
き
が
必
要
で
す
。
手
続
き
方
法

は
、町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

限
度
額
適
用
認
定
証
の
更
新
に
つ
い
て

現
在
交
付
し
て
い
る
限
度
額
適
用
認
定
証   

︵
以
下
、認
定
証
︶の
有
効
期
限
は
、７
月
31
日

ま
で
で
す
。
引
き
続
き
必
要
な
方
は
、町
民

課
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
認
定
証
は
、申

請
し
た
月
の
初
日
か
ら
有
効
と
な
り
ま
す
。

月
を
さ
か
の
ぼ
る
申
請
は
で
き
ま
せ
ん
。ま

た
、国
保
税
に
滞
納
の
あ
る
世
帯
は
、認
定
証

が
交
付
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼�

申
請
が
不
要
な
方

①
マ
イ
ナ
保
険
証
を
利
用
さ
れ
る
方

②�

70
歳
以
上
で
課
税
所
得
が
1
4
5
万
円
未

満
ま
た
は
6
9
0
万
円
以
上
の
住
民
税
課

税
世
帯
の
方
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ATION


